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告 示

鳥取県告示第633号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第９条の５第１項の規定に基づき､ 泊村長から同村の区域内に次のとおり

新たに生じた土地を確認した旨の届出があったので､ 同条第２項の規定により告示する｡

平成12年11月14日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第634号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定に基づき､ 泊村長から次のとおり字の区域を変更す

る旨の届出があったので､ 同条第２項の規定により告示する｡

この字の区域の変更は､ 平成12年11月14日からその効力を生ずる｡

平成12年11月14日

鳥取県知事 片 山 善 博
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鳥 取 県 公 報 第7232号平成12年11月14日 火曜日 ������ 平成12年11月14日(火)
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毎週火･金曜日発行

新たに生じた土地の位置 (平成12年８月１日現在の地番による｡) 新たに生じた土地の面積

大字泊字船据場1573の２､ 1573の９から1573の11までの地先 172.86平方メートル

区域を変更する字の名称 同左の区域 (平成12年８月１日現在の地番による｡)

大字泊字船据場 大字泊字船据場の全域
大字泊字船据場1573の２､ 1573の９から1573の11までの地先の公有水面埋立地



鳥取県告示第635号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第291条の３第１項の規定に基づき､ 鳥取中部ふるさと広域連合規約の変

更を平成12年11月７日許可したので､ 同条第５項の規定により告示する｡

平成12年11月14日

鳥取県知事 片 山 善 博

選挙管理委員会告示

鳥取県選挙管理委員会告示第96号

平成12年第12回鳥取県選挙管理委員会を次のとおり招集する｡

平成12年11月14日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

１ 日時 平成12年11月20日 (月) 午後２時

２ 場所 鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁選挙管理委員室

３ 議題

(１) 平成11年分政治団体収支報告書の要旨の公表について

(２) その他

鳥 取 県 公 報平成12年11月14日 火曜日 第7232号�

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /wwwl. pref. tottori. jp/)
古紙配合率100％再生紙を使用しています


